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１　基本的な事項 

　⑴　市町村の概況 

　　ア　市町村の自然的、歴史的、社会的・経済的諸条件の概要 

　　　●自然的諸条件 

本村は、群馬県の南西部に位置し、東と北は下仁田町、西は長野県佐久市と佐久穂町、南は

多野郡上野村に接している。 

地形は、１，０００ｍ前後の山々に囲まれ急峻で平地が少なく、山々は険阻な峯や絶壁が多

く、北と西は妙義荒船佐久高原国定公園の一部を構成している。村のほぼ中央を西から東に流

れる南牧川とその支流に沿って集落が点在し、下仁田町方面である東に開けている。 

気候は内陸性気候で、山間地としては比較的温暖であり、上州名物のからっ風も吹かず過ご

しやすい環境にある。これは風が山腹にあたり弱められるためと考えられる。 

村の総面積は１１８．８３ｋ㎡、世帯数８３７戸、人口１，４１３人（令和７年４月１日現

在）で、人口密度１ｋ㎡あたり約１２人である。総面積のうち林野面積が１０７．６７ｋ㎡（９

０．６％）を占め、そのうち国有林面積が３７．３５ｋ㎡で林野面積に対し３４．７％である。

農耕地は、１．３０ｋ㎡（１．１％）であるが比較的平らな土地は南牧川やその支流に沿った

河岸段丘などの上にある土地だけであり、水田は一枚もない。大半は急傾斜の山腹を利用した

段々畑で大型機械は利用できないため、農林業ともに小規模経営となっている。 

 

　　　●歴史的諸条件 
本村は、昭和３０年３月１５日、町村合併促進法により、尾沢村（４７．５５ｋ㎡）、月形村

（２９．４ｋ㎡）、磐戸村（４１．８３ｋ㎡）の三村が合併した村である。 

これらの旧村は、古くより南牧谷と呼ばれ、それぞれで一つの生活圏が構成されていた関係

から合併も必然的なもので、合併以来住民の共存共栄の強い郷土愛と団結によって７０年以上

の歳月を経て今日に至っている。 

 

　　　●社会的・経済的諸条件 
交通に関しては、県都前橋へは５０㎞、ＪＲ高崎駅は４０㎞、上信越自動車道下仁田ＩＣへ

は１５㎞の距離にある。村の公共交通機関は、平成８年度より上信バスに代わり村委託による

南牧バス、平成１５年度より乗合タクシーが、いずれも各地域と下仁田駅を結び運行されてい

る。 

鉄道は敷設されておらず、国道もない。主要地方道は２路線あり、下仁田・臼田線が南牧川

沿いに村を横断し下仁田町から長野県佐久市へ通じ、下仁田・上野線は上野村へ通じている。 

しかし、県道、村道ともに隘路で、本村の経済・産業の発展遅滞の大きな一因となっている。 

高速交通体系が確立し、飛躍的に交通量が増加するとともに住民の日常生活圏は拡大し、時代

の変化、急速な高齢化等により住民のニーズも多様化してきた。 

村内には働く場所が数多くあるわけではないため、就業者の大半は近隣の市町村に就業場所

を求めており、村内で労働力を吸収することは困難な状況となっている。 

このように、住民の日常生活は村域を越え、ますます拡大し、交通体系の整備、企業誘致、
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消防、救急医療等広域的な行政課題が生じ、昭和４６年に富岡市と甘楽郡３町１村で富岡甘楽

広域市町村圏振興整備組合が組織され、富岡甘楽の発展と住み良い地域づくりに取り組んでき

た。 

 
　　イ　過疎の状況 

令和２年国勢調査による総人口は、１，６１２人となっており、昭和５５年の５，８９３人

と比較すると４，２８１人、７２．６％減少している。また、若年者比率は１７．３％から３．

８％と１３．５％の減少で、人口に占める割合がさらに減少している。高齢者比率は１７．４％

から６５．２％と４７．８％増加し、総人口、若年者人口が減少している中にあって大きく増

加しており、少子高齢化が進んでいるのが見て取れる。 

過疎化の主な要因としては、基幹産業である第一次産業の低迷、雇用に大きく直結する地場

産業が少ないこと、また若年層、生産年齢人口の都市部への流出にはどめがかからなかったこ

とが大きな要因と考えられる。 

昭和４６年に過疎地域対策緊急措置法に基づき過疎地域に指定され、過疎地域対策緊急措置

法、過疎地域振興特別措置法、過疎地域活性化特別措置法、過疎地域自立促進特別措置法及び

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき国の支援を受けながら、計画的に農

林業などの振興策、生活環境の整備等に努め、本村の活性化を図ってきたところである。しか

し、社会情勢の変化による地元就業の減少など、若年層の流出や出生数の減少により、依然と

して人口減少は続いている。 

このため、今後も引続き基幹産業の振興はもとより、生活環境基盤の整備、移住定住対策、

また近隣市町村と連携を図りながら、本村の特色、資源を活かした魅力ある村づくりを進める

必要がある。 

 

　　ウ　社会経済的発展の方向 

　　　高齢化が進んでいることにより、村内を通る幹線道路や生活道路はある程度整備をされた

ものの通院、日常生活品等の買い物に不便をきたしており、公共交通やその他の交通手段の

確保が課題となっている。また、大規模経営が不可能な農林業については、高付加価値化、

ブランド化を推進していくこともさることながら、本村の寒暖差のある気候に適した花き栽

培など、高齢者でも栽培しやすい農産物の導入も検討する。 

 

　⑵　人口及び産業の推移と動向 

　　●人口の現況と動向 

　　国勢調査における人口は、昭和５５年に５，８９３人でその後も減少を続け、令和２年では１，

６１２人となり、この４０年間の減少率は７２．６％となっている。 

　　近年１５年間を見ても平成１７年から令和２年の間で４５．０％の減少となっており、今後も

減少傾向は続くと見込まれる。 

　　６５歳以上の高齢者人口は、令和２年には１，０５１人（高齢者化率６５．２％）で、昭和５

５年の１，０２８人（高齢者化率１７．４％）と比較すると２３人（２．２％）と微増ではある
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が、平成１７年と比較すると３２．８％減少しており、高齢者人口は今後も緩やかに減少の傾向

にある。若年者比率は著しく低下しており、このため高齢化比率については、増加していくこと

が予想される。 

 

　　●産業構造の変化と地域の経済的な立地特性 

昭和５５年国勢調査による産業別人口の総数は２，９６８人で、令和２年の６３２人と比較

すると２，３３６人減少し（７８．８％減）、中でも第一次産業は６２２人減少（９０．５％

減）している。 

令和２年国勢調査による産業別就業人口比率は、第一次産業が１０．３％、第二次産業が２

９．７％、第三次産業が６０．０％で、第三次産業が高い比率となっている。 

　　このような産業構造の変化は全国的な傾向ではあるものの、本村では特に第一次産業人口

は、急傾斜の段々畑で生産されたコンニャクと、木材価格の低迷という二重苦を受け、安定し

た収入及び安定した生活を求めて業種の転換あるいは村外へ流出していった。 

　　現在も村内の労働力を吸収する大規模な企業はなく、地域の持つ特性を生かした新しい産業

の誘致や起業の促進と、各産業が連携した特産品や観光資源開発を推進する必要がある。 

　　●人口の見通し 

社人研（国立社会保障・人口問題研究所）の推計によると、令和２２（2040）年の本村の人口は

７０５人、令和４２（2060）年では２６９人まで減少すると見通されている。また、高齢化率に

おいては村独自の推計であるが、現在の状況が続いた場合、令和２２（2040）年に６８.３％、令

和４２（2060）年では６５％と高い数値となっている。 

このような状況が続いた場合、公共サービスの質・量の低下、年齢構成のアンバランスによる

社会保障分野における現役世代の負担の増大、地域での後継者不足など様々な問題が懸念される。 

そこで、この状況を打破する為、合計特殊出生率と純移動率の改善を図っていく。まず合計特

殊出生率においては、現在の１.４から人口置換水準（人口を長期的に一定に保てる水準）の２.

１程度まで上昇させることを目指し、純移動率においては、現在の人口移動の状況を加味しつつ

もＵ・Ｉターン等による若者の確保及び、子育て世代の転入（４人家族を年２世帯。４人家族の

構成については両親、男児１人、女児１人）を新たに見込むことで、若者・現役世代の年齢構成

を現在より上向きにすることを目指す。これにより、現在の逆ピラミッド型の年齢構成を緩やか

ではあるが改善することができ、将来に渡り、正常・健全な年齢構成を保つことが可能と見込ま

れる。 

以上のことを踏まえると、総人口は令和２２（2040）年に約９００人となり、高齢化率におい

ては、令和２２（2040）年以降４０％台まで低下するものと推計され、社人研推計と比較し、人

口は約２００人の施策効果が見込まれる。また、高齢化率においても、現状のままの独自推計よ

りも２０％近くの改善が想定される。 
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　表 1－1⑴　人口の推移（国勢調査） 

 

表 1－1⑵　人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・□パターン１はこのまま人口減少が進んだ場合の村独自推計 

・□パターン２はパターン１に 4人家族が毎年 2世帯転入すると仮定した推計結果 

・□パターン３はパターン２の合計特殊出生率を人口が長期的に一定に保てる水準である 2.1 まで上昇

すると仮定した推計結果である。 
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パターン１ パターン２ パターン３

 
区　分

昭和 55 年 平成 2年 平成 17年 平成 27 年 令和 2年

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総数

人 

5,893

人 

4,387

％ 

△36.0

人 

2,929

％ 

△33.2

人 

1,979

％ 

△32.4
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1,612
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△18.5

 
０～14 歳

 

1,054

 

　501

 

△68.9
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△69.7
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15 歳～64 歳

 

3,811
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△35.6

 

1,212

 

△56.0
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△40.3
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△27.8

 うち 15 歳

～29 歳(a)

 

1,022

 

　538

 

△54.8
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△51.3
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△43.1

 65 歳以上 

(b)

 

1,028
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1,197

 

△23.5

 

1,051

 

△12.2

 (a)/総数 

若年者比率

％ 

17.3

％ 

12.3

 

―

％ 

　7.6

 

―

％ 

　5.5

 

―

％ 

　3.8

 

―

 (b)/総数 

高齢者比率

％ 

17.4

％ 

25.7

 

―

％ 

53.4

 

―

％ 

60.5

 

―

％ 

65.2

 

―
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表 1－1⑶　産業別人口の推移（国勢調査） 

 

 
区　分

昭和 55 年 平成 2年 平成 17年 平成 27 年 令和 2年

 実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

 
総　数

人 

2,968

人 

2372

％ 

△20.1

人 

1,089

％ 

△54.1

人 

757

％ 

△30.5

人 

632

％ 

△16.5

 
第一次産業

 

687

 

　290

 

△42.2

 

　132

 

△54.5

 

　79

 

△40.2

 

　65

 

△17.7

 
第二次産業

 

1,519

 

1,367

 

△10.0

 

　431

 

△68.5

 

　279

 

△35.3

 

　188

 

△32.6

 
第三次産業

 

762

 

714

 

△6.3

 

526

 

△26.3

 

399

 

△24.1

 

379

 

△5.0
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　⑶　市町村行財政の状況 

　　●行政 

本村の行政機構は、村長部局に３部７課３９人、会計局２人、議会事務局２人、教育委員会事

務局４人の総数４７人で構成されており、他の行政委員会等の事務局職員は、前出の職員で兼務

している。 

住民が真に必要とするサービスを提供していくために、効率的な行政運営を心がけ、行政事務

の効率化・簡素化・スピード化を図り、給与及び定員の適正管理を計画的に進めている。 

　　●財政（表１－２⑴参照） 

令和２年度の歳入については、その８０％以上が依存財源であり、地方交付税が６０％近くを

占めている。自主財源のうち村税は、歳入総額の１０％に届かない状況が続いている。 

歳出については、義務的経費が３０％、投資的経費が１６％とともに減少傾向にある。 

今後、財政運営にあたっては、中長期的視野に立った展望と、特に経常経費の節減に努め、最

少の経費で最大の効果があげられるよう計画的に進め、予算管理や基金・村債等の適正な管理に

よる健全な財政運営に努める必要がある。 

　　●施設整備水準 

これまでの過疎対策事業の実施により、多方面にわたり改善されたが、いまだに整備水準は低

く、今後も村道・農林道の整備、生活環境関連施設の整備等を実施していかなければならない。 

 

表 1－2(1)　南牧村財政の状況　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

 

 

区　　　分 平成 22 年度 平成 27年度 令和 2年度

歳入総額Ａ 

　一般財源 

　国庫支出金 

　都道府県支出金 

　地方債 

　　うち過疎債 

　その他 

歳出総額Ｂ 

　義務的経費 

　投資的経費 

　　うち普通建設事業 

　その他 

　過疎対策事業費 

歳入歳出差引額Ｃ　（Ａ－Ｂ） 

翌年度へ繰越すべき財源Ｄ 

　実質収支　Ｃ－Ｄ

2,426,992　 

371,233　 

268,754　 

203,058　 

162,092　 

16,520　 

1,421,855　 

2,292,271　 

977,159　 

398,780　 

321,096　 

916,332　 

196,173　 

134,721　 

30,119　 

104,602

2,315,866 

309,246 

142,523 

170,556 

205,798 

127,500 

1,487,744 

2,121,644 

878,204 

420,459 

419,055 

822,981 

327,045 

194,223 

59,780 

134,443 

2,578,544 

363,388 

530,296 

139,562 

98,127 

41,300 

1,447,171 

2,382,138 

711,092 

382,585 

193,786 

1,288,461 

91,950 

196,406 

8,967 

187,439
財政力指数 

公債費負担比率 

実質公債費比率 

起債制限比率 

経常収支比率 

将来負担比率 

地方債現在高

0.169　 

16.7　 

11.7　 

8.3　 

86.8　 

53.5　 

2,216,460

0.142 

12.7 

5.5 

3.9 

82.8 

1.9 

1,826,202　

0.147 

9.7 

2.0 

― 

84.5 

― 

1,874,671 
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表 1－2(2)　主要公共施設等の整備状況（公共施設状況調） 

 

 区　　　分 昭和 55 

年度末

平成 2 

年度末

平成 12 

年度末

平成 22 

年度末

令和 2 

年度末

 市町村道 

　　改良率（％） 

　　舗装率（％） 

農道 

延長（ｍ） 

耕地１ha 当たり農道延長（ｍ） 

林道 

　　延長（ｍ） 

林野１ha 当たり林道延長（ｍ） 

水道普及率（％） 

水洗化率（％） 

人口千人当たり病院、 

診療所の病床数（床）

 

14.9　 

37.8　 

　 

　 

23.2　 

　 

 

15.3　 

65.8 

― 

 

0

 

57.1　 

46.4　 

　 

　 

1.4　 

－　 

 

11.8　 

78.8 

― 

 

0

 

59.0　 

52.8　 

　 

　 

7.0　 

　 

 

5.0　 

93.4 

43.1 

 

0

 

64.7　 

62.7　 

　 

　 

14.8　 

　 

 

3.5　 

99.1 

52.3 

 

0

 

64.7　 

62.7　 

　 

1,828　 

13.2　 

 

30,446 

2.8 

99.3 

55.3 

 

0　
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　⑷　地域の持続的発展の基本方針 

　　　「みんなで創る　一人ひとりが住みやすい　南牧村」を目指して 

本村は、昭和４６年過疎地域振興計画を策定以来、今日まで人口の急減を防止すると共に、住

民福祉の向上を図るため諸々の施策を実施してきた。その結果、村道・農林道等の整備をはじめ、

多くの公共施設の整備を実施し、住民の社会的・経済的・その他すべての生活面において利便が

もたらされた。今後の過疎地域持続的発展計画においても住民の意向を反映しながら、国や県の

施策による制度・財源の導入を図り、住民福祉の向上の基となる生活関連社会資本の整備促進と

地場産業の振興を図りながら、本村の特性を生かした産業の誘致や起業の促進による就業の場の

確保に努め、高齢者が安心して暮らし続け、若者が希望を持って生活していける環境づくりを進

める。また、恵まれた自然を生かし、都市との交流を推進し、交流基地や観光拠点の整備に加え、

各産業間の連携による交流人口の増加を図り産業の活性化と活気にあふれた村づくりを目指す。 

　　ア　移住、定住地域間交流の促進及び人材育成 

　　　　交流人口の増加は、地域経済の活性化はもとより、地域自体の活性化に必要不可欠な要素

であり、本村を伝える機会でもあるため、積極的な情報提供や受け入れ体制の整備を促進す

る。 

　　イ　農林水産業の振興 

　　　　農業については、生産規模の持続と生産農家の増加及び経営の安定化を図るため、振興作

物の生産・出荷体制の整備を促進する。また、花き等については市場の同行を頻繁に調査し、

需要ある種類の生産に努め、また複合経営による生産性の向上及び安定化を図る。 

　　ウ　観光業の振興 

　　　　本村は、自然の宝庫であるが観光化されているとはいえないため、観光のメニューの作成

や観光ルートの整備を行いつつ、受け入れ体制の整備を図ることで観光客の誘致を図る。 

　　エ　交通施設の整備 

　　　　村営バス、乗合タクシーは住民に欠かせない交通手段ではあるが、停留所まで行くことも

ままならない高齢者も増加しているため、高齢化社会に更に対応していく交通環境を構築し

ていく。 

　　オ　子育て環境の確保、高齢者等の福祉の増進 

　　　　少子高齢化社会に伴う多様なニーズに対し、保健・医療・福祉サービスの一層の充実、連

携を図り乳幼児、高齢者、障がい者など全ての住民が安心して健やかに住み続けられる村づ

くりを目指す。 

　　カ　医療の確保 

　　　　村民が地域で安心して暮らし続けられるように、訪問診療など地域における持続可能な医

療体制を整備する。また、適時適切な医療サービスの提供が受けられるよう、各医療機関と

も連携しつつ診療所の開設も目指す。 

　　キ　教育の振興　 

　　　　令和６年度に開校したなんもく学園を中心に、学校教育、社会教育の更なる充実を図る。

また、過疎地域においても都市部に劣らないよう学習やスポーツ活動を支援する。 



~ 9 ~ 

　　ク　集落の整備 

　　　　高齢化社会においてはコミュニティ活動の推進が重要な要素となるため、まずは地域での

確かな交流機会を提供するため引続き集落支援員を設置し、集落の強化を図る。 

 

　⑸　地域の持続的発展のための基本目標　　 

村の総人口は、令和２年の国勢調査において前回調査比で１８．５ポイント減少したことから、

若者や子育て世代の移住を促進する対策を主に、同ポイントを下回る減少率に抑制することを目

標とする。 

 

　⑹　計画の達成状況の評価に関する事項 

　　本計画の取り組みについては、記載事業をはじめとする計画全体の進捗状況をその年度の決算

の議会終了後、ホームページなどにより周知を図る。 

 

　⑺　計画期間 

　　計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

 

　⑻　公共施設等総合管理計画との整合 

　　南牧村公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、下記について過疎計画との整合性を図り

事業を実施する。 

　①　建物 

　　　今後の人口動向を考慮し、公共施設の統廃合、規模縮小について継続的に検討・実施を進め

るとともに、点検・保守・修繕について計画的に行い、公共施設等を健全な状態に保ち、更に

定期的な施設診断によって、老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとともに、施設間におけ

る保全の優先度についての判断を行う。 

　　　また、故障や不具合などが生じてから修繕を行う事後保全から、施設の劣化が進む前に事前

に補修などの対策を行い健全な状態を維持させる予防保全の考え方に変え、長期使用を図る。 

②　インフラ 

　　長寿命化計画や点検結果、また南牧村公共施設等管理計画の基本方針に従い、維持管理、修

繕、更新、取壊しを進める、過疎対策に必要な事業を適切に実施する。 

　 

　２　移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

　《方針》 

　　村内への移住又は就業を希望する者を対象とした定住促進住宅をはじめ、担い手促進住宅や空

き家改修等、住環境の整備により、定住の促進を図ってきた。今後も空き家の有効活用等による

Ｕ・Ｉターン者対策、官民連携による移住・交流の受入体制の整備等を推進する。 

村の魅力を発信し、交流から移住、定住へと繋げる人の流れを創出するための施策や事業を展
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開する。 

　　地域を担う人材は地域内で育成することが基本だが、育成には一定の期間を必要とすることか

ら、外部人材を積極的に活用し人材育成に努める。また、奨学金制度を活用し将来の担い手の確

保に努める。 

　　本村は、令和７年度にペルー共和国ロレト州ベレン村と姉妹都市協定を締結した。この協定を

基にグローバルな人材教育と交流を推進し、国際理解を深め、多文化共生社会の実現を進める。 

　⑴　現況と問題点 

　ア　移住・定住 

　　本村では、村営住宅をはじめ定住促進住宅の整備や担い手促進住宅、空き家改修の整備を行っ

てきたが、若者が定住化するための雇用の場が絶対的に不足している。新たに高齢者施設を整備

するなど雇用の場を創設したが、職種を幅広く選択できる環境に至っていない。 

　イ　地域間交流 

　　地域内での交流については、集落支援員を配置し村職員と連携しながら地域の活性化を図って

きたが、集落の高齢化に伴い集落を越えた地域間の交流は困難な状況である。 

　ウ　人材育成 

　　少子化による育成する人材の不足と若年層の流出が止まらない現状において、奨学金制度等の

対策を講じてきたが周知が不足しており、人材育成の環境が整っていない。産業、地域の担い手

となる人材の育成・確保が困難である。 

 

　⑵　その対策 

　ア　移住・定住 

　　①　地域住民と行政が連携し移住・定住に関する情報発信及び相談・サポート体制を充実させ、

空き家の改修を積極的に行い、定住環境の整備を図る。 

②　雇用の場の確保は広域を視野に入れて民間企業の協力やハローワークとの連携を強化し

ていく。また、村内に点在する空き家を活用したサテライトオフィスやテレワークの推進を

する。 

イ　地域間交流 

都市地域から過疎地域へ移住し、自らの才能や能力を生かし様々な地域活動を行う「地域お

こし協力隊」を活用し、地域への定住・定着を図ることにより、都市地域と地域住民のつなぎ

役となり様々な活動を通じた地域間交流を図る。 

また、ペルー共和国ベレン村との姉妹都市協定締結により、同国との人材交流、研修などを

進めるとともに、多文化共生社会の実現に向けた受け入れ体制を整備する。 

　ウ　人材育成 

　　　就業前の体験は様々な人と触れ合うことで、コミュニケーション能力を育成する場となるこ

とから、その機会を提供できる環境を作る。併せて外部人材を取り入れ地域の課題解決や活性

化に努める。 
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また、村内の担い手となる多様な分野での人材育成を図るべく、奨学金制度等の支援施策の

利用を進めるため、村広報誌等を活用するなど周知を強化し、制度の普及に努める。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１３年度） 

 持続的発展 

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 １　移住・定

住・地域間

交流の促

進、人材育

成

(4)過疎地域持続的

発展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き家バンク制度 

・移住相談会 

・定住促進奨励金 

【具体的な事業内容】 

移住のための相談会開催、空き家物件

の情報提供、定住のための新築・増改

築・改修費の一部補助をする。 

【事業の必要性】 

人口減少の進行を鈍化するため、村内

への移住・定住を促進する必要がある。 

【事業の効果】 

関係人口や移住者の拡大が期待され

る。

 

 

村 

 

 

 

 

 ・地域おこし協力隊 

【具体的な事業内容】 

都市部の人材を受け入れ、村内に一定

期間定住して、地域おこしの支援や住

民生活の支援などの地域協力活動を行

う。 

【事業の必要性】 

高齢化に伴い集落を越えての交流が困

難であることから、地域の活性化等に

必要である。 

【事業の効果】 

地域力の充実・強化、その地域への定

住・定着を図る。 

 

村 
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　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　　〇その他 
　　その他施設は、継続性や建物の安全性を確保するため、進行する老朽化に対し、必要に応じた

改修・修繕を行い、老朽化が著しい施設については、取り壊し等を視野に入れた安全性の確保を

行い、村営住宅の空き状況により移転を考慮していくと記載されている。 

　　計画的に空き家の改修を行い、定住環境の整備を検討していく。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

３　産業の振興 

　《方針》 

地域産業の振興は、本村活性化のための大きな課題である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成 

 

 

 

・国際交流 

【具体的な事業内容】 

国際社会の理解を深めることや多文化

共生社会の実現に向けた取組を進め、

外国人材の受け入れを推進し、住民生

活の支援などの地域協力活動を行う。 

【事業の必要性】 

グローバル化が進む中で、多様な文化

や価値観を認め合う多文化共生社会の

実現に必要である。 

【事業の効果】 

地域力の充実・強化、その地域への定

住・定着を図る。

村

 ・奨学資金貸付事業 

【具体的な事業内容】 

大学及び専修学校に在学する者に奨学

金を貸与する。 

【事業の必要性】 

村の将来を担うため様々な分野での人

材を育成する必要がある。 

【事業の効果】 

地域における担い手や技術職員等の人

材確保を図る。

村
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　　農林業、商工業ともに小規模経営であり、少子高齢化、人口減少等により収入の減少、後継者 

不足等、大変深刻な状況となっている。 

しかし、村の特性を生かした花きの生産、非常に価値のある農産物加工品も量的には少ないな 

がら生み出されている。 

また、村にとっては当たり前の文化・自然等、他地域から見ると非常に価値があるものもあり 

発想の転換が必要である。 

農林業、商工業、観光それぞれの分野での研究、取組みはもちろんだが、各分野連携して一体 

的な振興を図っていくことが重要である。 

 

　⑴　現況と問題点 

　ア　農業 

本村の農業は平坦地に比べ自然的・社会的条件に恵まれておらず、特に地形的条件の制約によ

り、経営規模の拡大は困難な状況にある。 

農業生産基盤整備事業により、農道・耕地整備等を実施してきたが、急傾斜地に加え小規模

経営農家が多く、能率的経営にいたっていない。農業生産活動についても、農業従事者の高齢

化、後継者不足などきびしい状況の中、農業に対する意欲が減退し、耕作放棄地の増加や農業

生産力が減少傾向になるなどの課題を抱えている。コンニャク、畜産、菌茸類、果樹類、花き

類などを組み合わせた複合経営を推進してきたが、規模拡大や高収入につながっていない。ま

た、新規就農の促進を行っているが地形的に耕作条件が厳しいので就農促進も停滞している。

さらには、イノシシ、シカ等による農作物被害も深刻であり、安定した収入を求めて、さらに

農業離れが進んでいる。 

　イ　林業 

本村における林野面積は、村の総面積の９０．６％（１０，７６７ha）を占めており、民有林

６５．３％（７，０３２ha）、国有林３４．７％（３，７３５ha）となっている。 

林業の経営規模は小規模で、加えて林産物や資材等の運搬は、傾斜や路網からの距離等の条件

による影響を受けるため生産性は低く、林業所得水準は県内において低位にある。林業の生産性

を高めるため林道網の整備については、村道羽沢・檜沢線を軸として整備し、基幹林道の整備を

進めてきたが、厳しい現況を反映して林業経営の意識は希薄となってきている。 

また、木材加工等の施設もなく特用林産物の椎茸等の生産は減少し、間伐材を利用した粉炭の

生産・販売も厳しい状況となっている。 

　ウ　工業　 

本村の工業は石灰工業、コンニャク製粉業、製材業、石材加工業を中心に、自動車部品、金属

加工等の下請企業があるが、そのほとんどが小規模経営で、景気の低迷や従事者の高齢化、後継

者不足の影響により、従事者数及び製造品出荷額ともに減少している。これは、平地が少ないこ

とやアクセス道の整備が遅れていることが大きな原因となっている。 

　エ　商業 

本村の商業は店舗数が少ないうえにほとんどが小規模経営となっている。人口の急減に加え自

動車移動による生活圏の拡大で、近隣市町への消費流出が多くなっていることやインターネット
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等による通信販売の利用拡大により、さらに厳しい状況にある。 

商店が全くない地域もあり、交通手段を持たない高齢者が多いことから、日常生活に支障を来

すことも考えられ、公共交通対策に併せ、消費者の新しいニーズに対応していく必要がある。 

　オ　観光 

本村は、昭和４７年に自然休養村に指定され、荒船山を中心とした妙義荒船佐久高原国定公園

があり、遊歩道の整備、案内板の設置により登山客等は増加している。 

下仁田インターチェンジまで約３０分と近く首都圏から２時間あまりの日帰り活動圏内にな

り、週末には観光客も増加している。これまで、キャンプ場、交流促進センター、天体観測ドー

ム、公衆用トイレ等の建設を実施したが、観光地としての知名度が低く、今後は宿泊客、長期滞

在者等をいかに集客していくかが課題となっている。 

 

　⑵　その対策 

　ア　農業 

①　農道の整備等を行い強固な農業基盤を確保するとともに、農産物の地域特産品化を推進し、

県、ＪＡ及び花き市場と連携し農産物の高付加価値化、ブランド化を構築し農業所得の向上

を図る。 

②　観光農園、グリーン・ツーリズムなど幅広く農業体験のできる施設の整備や移住・定住者 

が耕作放棄地など有効に利用できるよう農地の貸借等利便性の向上を図り、県及び他市町村

と連携した都市農村交流を推進する。 

③　農産物（特用林産物等含む）加工直売施設の拡充を図るとともに民間 IT 関連事業者等と

連携してインターネット販売を導入するなど、農業者の販路拡大の支援を推進する。  

④　中山間地域における農業生産活動等が継続的に行われるよう、県、ＪＡ等と連携して農

地中間管理機構の活用を促進し農地集積・集約化や農業生産に関する不利を補正する中山

間地域等直接支払交付金を活用することによって耕作放棄の発生を防止し、農業農村の多

面的機能の維持を図るとともに、多様な担い手の確保を行う。 

⑤　中山間地域の基本的な取組となる高付加価値型農業の展開のための多様な担い手の育成、

都市や地域間交流の促進、環境・景観・伝統文化の維持保全事業を実施し、地域の特色を生

かした活性化を図る。 

⑥　野生鳥獣による被害防止対策として、獣害防止柵の設置や駆除など獣害対策への取組支

援を行う。また、捕獲鳥獣を有効活用するため、県や関係団体、民間事業者と連携し、ジ

ビエの活用やペットフード利用等の施設整備、ジビエ商品販売の普及推進を図る。 

⑦　持続可能な農業を目指すため、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない有機農業

の推進や、有機農産物を活用した給食など、食育への取り組みを行う。 

　イ　林業 

①　森林の整備を計画的に進めるため、林業関係団体、林業事業者と連携して林道・作業道の

開設を推進し、生産性の高い林業と健全な森林育成を図る。 

②　関係団体や民間事業者と連携し、森林のレクリエーション利用や林業体験施設の整備を推

進する。 
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③　林業従業者の雇用確保及び所得の安定を図るため林業従事者や参入を希望する民間団体

事業者と連携を図り、木材加工施設の整備や椎茸等の特用林産物、炭製品の生産拡大を支援

する。 

④　カーボンニュートラルによる脱炭素社会等の新しい社会の構築に賛助するために、国、県、

林業団体、林業事業者や都市部団体、企業等との包括的な連携により、森林資源を活用した

施設整備や事業推進を図る。 

⑤　杉や桧の花粉症対策に係る伐採及び少花粉苗定植事業の推進及び適齢期の伐採の事業推

進を図る。 

　ウ　工業 

①　特産品の開発を積極的に推進し、地場産業の振興を図る。 

②　優良企業や情報通信等の新しい産業の誘致を図る。 

③　新しい起業の創生を図る。 

　エ　商業 

①　商工会との連携を深め、活発な商業活動ができるよう図る。 

②　自らの交通手段を持たない高齢者等に対し、宅配などの新しいニーズにあったサービスが

できるよう、行政、福祉団体等と連携して道筋を検討する。 

　オ　観光 

①　新しい観光ルートの開発と観光拠点の整備を図る。 

②　観光だけでなく、人と文化の交流拠点の整備を図る。 

③　県、近隣市町村等が連携したイベント、パンフレット作成、ＳＮＳ発信等に参加し知名度、

集客アップを図る。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ２　産業の

振興

⑴基盤整備 

　　農業 

 

 

 

 

 

 

 

　　林業 

 

 

用地整備事業 1.5ha

 

村

 農村拠点施設基盤整備改修工事（園芸

ハウス 1,200 ㎡）

村 

生産団体

 農林産物加工施設整備工事 村

 集落道西磐戸道上線（開設）L=300ｍ 

　　　　　　　　　　　　　W=4.0ｍ
村

 捕獲鳥獣加工施設 村

 坂下小屋ノ沢線（開設）L=5,000ｍ 

　　　　　　　　　　　W=4.0ｍ 村
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野々上線（開設）L=500ｍ W=4.0ｍ 村

 侍井戸萱線（開設）　　　L=700ｍ 

　　　　　　　　　　　  W=4.0ｍ
村

 窪松倉線（開設）L=200ｍ W=4.0ｍ 村

 木材加工処理施設 村

 林業作業道 20 路線 村 

森林組合

 花粉症対策森林整備事業 村 

森林組合

 針葉樹伐採適齢期促進伐採事業 村 

森林組合

 温室効果ガス吸収森林整備事業 村

 ⑼観光又はレクリエ

ーション 

 

 

 

 

大塩沢地区公衆トイレ設置事業 村

 千原公園整備事業 村

 磐戸鉱山跡地整備事業 村

 千原ドーム施設整備事業 村

 南牧村活性化センター施設整備事業 村

 自然公園整備事業 村

 三段の滝登山道整備事業 L=1,000ｍ 

　　　　　　　　　　　W=1.2ｍ

村

 不動の滝登山道整備事業 L=600ｍ 

　　　　　　　　　　　W=1.2ｍ

村

 桧沢岳登山道整備事業 L=1,500ｍ 

　　　　　　　　　W=1.2ｍ

村

 鹿岳登山道整備事業 L=2,000ｍ 

　　　　　　　　　W=1.2ｍ

村

 小沢岳登山道整備事業 L=2,000ｍ 

　　　　　　　　　W=1.2ｍ

村

 黒滝山・荒船登山道整備事業 

　　　　　　　L=7,000ｍ　W=1.2ｍ

村

 蝉の渓谷遊歩道整備事業 

　　　　　　　L=200ｍ　W=1.5ｍ

村



~ 17 ~ 

 

　⑷　産業振興促進事項 

　（ⅰ）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

　（ⅱ）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

　　　上記（２）のとおり 

 

　⑸　公共施設等総合管理計画との整合 

　　○スポーツ・レクリエーション系施設 
　　○産業系施設　 

スポーツ・レクリエーション系施設及び産業系施設は今後も継続して利用されると考えられる

 ⑽過疎地域持続的発

展特別事業

・中山間地域等直接支払制度事業 

【具体的な事業内容】 

農業の生産条件が不利な地域における

農業生産活動を継続するため支援す

る。 

【事業の必要性】 

農業生産活動等を継続的に行う必要が

ある。 

【事業の効果】 

耕作放棄地の発生を防止し、農用地の

維持・管理が図られる。 

 

村

 ・鳥獣害対策事業 

【具体的な事業内容】 

野生鳥獣による被害防止対策 

【事業の必要性】 

有害鳥獣の駆除、防止柵による農作物

被害の軽減及び生産意欲の向上に必要

である。 

【事業の効果】 

生産意欲の向上及び農業経営の安定化

が図られる。

村

 産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

 南牧村全域 製造業、旅館業、農林水産物等

販売業、情報サービス業等

令和８年４月１日～ 

令和１３年３月３１日
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ため、継続的に点検・修繕を行い、施設の長寿命化を図る。 
指定管理者制度を活用している南牧村自然公園内は、老朽化が進んだ施設もあり改修の必要性

が考えられる。また、同制度によるその他施設においては運営の継続等、今後も検討を進めると

記載されている。 
　　産業振興において重要な施設であるため、整備を検討していく。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

４　地域における情報化 

　《方針》　 

　　本村では、なんもくふれあいテレビ回線網を使ったブロードバンドを提供し、情報通信環境を

構築してきた。また、今後はデジタルトランスフォーメーションによるデジタル社会の恩恵をあ

まねく享受できるように、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を情報セキュリティーの強

化を図りながら、情報システムの整備及びマイナンバーカードを使ったマイナポータルからの申

請を受け付けるシステムの整備を進める。 

　　また、スマートフォンやタブレットなど情報通信機器の急速な普及、インターネット利用者の

増加及びその多様性により情報通信技術は広く社会に浸透していることから、ホームページやＳ

ＮＳを有効的に活用した更なる有益な情報・発信の充実を図っていく。そして、村内の通信イン

フラの整備及び上位回線の増強を図り、都市部と格差がないインターネット環境の構築を推進す

る。 

 

　⑴　現況と問題点 

　ア　通信用鉄塔施設 

　　村内には、民間事業者が建設した携帯電話等施設、移動通信用鉄塔施設整備事業等を活用し建

設した施設を併せるとおおむね携帯電話が使用可能となったが、一部の地域で圏外エリアとなっ

ている。また、５Ｇ施設の整備も課題である。 

　イ　防災行政用無線施設 

令和７年度に防災行政無線（同報系）デジタル整備工事を行い、正確な情報をより迅速に住民

に伝えることができるようになった。 

　ウ　テレビジョン放送等難視聴解消のための施設 

　　村内全域が難視聴地域だったため、平成８年よりテレビの再送信を始め平成１０年度からはＣ

ＡＴＶ－ＬＡＮシステムを構築し、各戸へ再配信し、その回線を利用しインターネット（村営南

牧インターネット）事業を開始しパソコンの普及に努め、地域の情報化を推進してきた。テレビ

放送においては自主チャンネルを発信し映像・文字放送を伝達している。また、ＣＡＴＶケーブ

ル回線を利用した告知放送により、行政連絡等は各戸まで届けることが可能となっており、平成

３１年には、村内全線が光ケーブル化となり、災害に強い光回線となった。今後も変化する技術

に対応するなど設備の維持には多大な経費がかかることが課題である。 
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　エ　ＤＸの推進・ＩＣＴの利活用 

　　行政や公共分野におけるサービスの質の向上のために、情報化の促進、人材の育成、教育・学

習の振興、安心して参加できるデジタル社会の形成が課題である。 

 

　⑵　その対策 

　ア　携帯電話等エリア整備 

　　携帯電話圏外エリアの解消に向けて、村内全域で使用できるよう民間事業者に働きかけ、地域

格差の是正に努める。また無線システム普及支援事業を活用し民間事業者と共に携帯電話等施設

整備を図る。 

　イ　防災行政用無線施設 

　　防災行政無線や防災インフォメーションメールの安定した通信体制の維持に努める。 

　　また、防災に関する新しいデジタル技術やサービスについて、調査検討し、防災・減災能力の

強化を図る。 

　ウ　テレビジョン放送等難視聴解消のための施設 

　　テレビ局舎として、２０年以上が経過し、局舎内の編集機器・送出機器が老朽化してきている

ことから、適切な機器類の更新を行うが、今後の自主放送の在りかたや運営形態（同様の町村で

の共同運営を含む）など民間委託も視野に入れて検討を進める。 

　エ　ＤＸの推進・ＩＣＴの利活用 

　　住民の生活の利便性を向上させ、安全・安心、人に優しいデジタル化のために情報システムの

整備、マイナンバー制度の活用、ＤＸの推進、ＩＣＴやＡＩ、ロボティクスなどの革新的な技術

の活用と利用に資する環境を提供し条件不利性の克服を図る。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ３　地域に

おける情

報化

(1)電気通信施設等情

報化のための施設 

なんもくふれあい

テレビ局舎 

 

 

その他 

 

 

なんもくふれあいテレビ局整備事業 

　自主放送用機器の更新 

　再配信機器の更新 

　災害時放送ネットワーク強化・更新

村

 マイナンバー制度の活用基盤整備 村

 情報システムの構築・更新 村

 電気通信施設等情報化のための施設の

点検維持管理用の高所作業車購入
村
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　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　　〇行政系施設 
　　行政系施設は今後も継続して利用されると考えられるため、継続的に点検・修繕を行い、施設

の長寿命化を図ると記載されている。 
　　また、南牧村地域防災計画において、防災行政無線、なんもくふれあいテレビ、全国瞬時警報

システム、その他の災害情報等を瞬時に受信・伝達するシステムを維持・整備するよう努めるこ

とが記載されている。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

５　交通施設の整備、交通手段の確保 

　《方針》 

本村は、主要地方道が２路線あり、下仁田・臼田線が南牧川沿いに村を横断して下仁田町から

佐久市へ通じ、下仁田・上野線は上野村へ通じている。住民生活や産業活動に直結する主要地方

道の早期改良を関係機関に要望し、村道及び農林道の計画的な整備及び維持管理に努める。 

　　南牧バス及び乗合タクシーは貴重な交通手段となっているため、住民の更なる利便性の向上を

目指し、交通事業者と連携した新たな地域公共交通の確保に向けた取り組みを推進する。 

　　また、主な移動手段として、自家用車を使用する割合が高いことから、高齢運転者に安全運転

支援装置等の購入の推進や村内からガソリンスタンドを消滅させない取り組みを推進する。 

 

　⑴　現況と問題点 

　　　交通 

村道は県道に接し、各集落を結んでいる。住民生活の利便性向上や安全性確保のために重点的

に道路整備に取り組んできた。しかし、依然として県道、村道ともに隘路で経済や産業の発展遅

滞の大きな要因となっている。 

農林道については、農道は１０路線、総延長１，８２８ｍで、その改良延長１，７００ｍ、改

良率９３．０％、舗装延長１，７０２ｍ、舗装率９３．１％である。林道は１５路線総延長３０，

２６６ｍ、改良延長は２５，６８１ｍ、改良率８４．９％、舗装延長１５，４８４ｍ、舗装率５

１．２％で、林道密度は２．８ｍ／haと低く、農林業振興のため更なる整備が必要とされる。 

　公共交通機関としては、平成８年度から上信バスに代わって、村の委託による南牧バスが、下

仁田駅から勧能間（冬季を除く運行で下仁田から熊倉間が２便）、下仁田駅から雨沢間が運行さ

れている。その後平成１５年度より、バス路線の通らない地区から乗合タクシーの運行を開始し、

現在は、上高原、黒滝、椚、大倉、奥ノ萱、上底瀬、山仲、大上、道場の９地区と下仁田駅間を

結び、週１日２往復（椚地区のみ１往復）で交通弱者の生活の支えとして運行されている。バス

利用者は年々減少傾向にあるが、高齢者を始めとする住民にとっては生活の一部であるため、財

政援助は欠くことのできないものとなっている。 
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　また、令和７年度より、バス路線の通らない地区の方を対象にタクシー券を交付する南牧村支

線交通利用者等支援事業を開始した。 

なお、本村に鉄道は通っていないが、上信電鉄株式会社が経営する上信電鉄は、利用者の減少

により経営が厳しくなっているが、富岡市や高崎市方面への通学、通院、買い物など村民の日常

生活に欠かせない重要な交通機関となっている。 

 

　⑵　その対策 

　　　交通 

①　県道については、住民生活及び経済の発展のため、主要地方道下仁田上野線及び一般県道

下仁田佐久穂線の早期改良と一般県道下仁田佐久穂線の全線開通を県に要望していく。 

②　村道については、地域住民の生活道路であることから、住民の利便性と安全性を重視し整

備を進め、村道大上線については、県代行事業による整備を要望していく。 

③　農林道については、機械化の導入、輸送コストの軽減、労働生産性の向上を図るため整備

を推進し、林道奥山六車線の早期開通を県に要望していく。 

④　南牧バス、乗合タクシーの利便性・安全性の向上に努め、公共交通を確保していく。 

⑤　上信電鉄については、沿線の関係市町村及び関係機関と連携を図り、整備を助成し運行を

確保していく。 

⑥　高齢運転者の交通事故の防止及び事故等の被害軽減を図りながら安全な移動手段を確保

するため、自家用車の安全運転支援装置等の購入に要する経費に補助を行っていく。 

⑦　サービスステーションの存続に向けた支援及び新規参入も視野に入れた検討を進める。 

⑧　幹線公共交通不便地域（乗合タクシー運行区間）において、タクシー券を交付し、高齢者

等の社会生活の安定を確保して行く。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ４　交通施

設 の 整

備、交通

手段の確

保

(1)市町村道 

　　道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

小沢日向線（改良）L=500ｍ W=4.0ｍ 村

 小沢日向線（舗装）L=500ｍ W=4.0ｍ 村

 六車日向雨沢線(改良)L=200ｍ W=4.0ｍ 村

 六車日向雨沢線(舗装)L=200ｍ W=4.0ｍ 村

 千原檜平線(改良)L=100ｍ W=5.0ｍ 村

 千原檜平線(舗装)L=100ｍ W=5.0ｍ 村

 大上線(改良)L=430ｍ W=6.0ｍ 県

 大上線(舗装)L=2,000ｍ W=5.0ｍ 村

 磐戸線(改良)L=400ｍ W=5.0ｍ 村

 磐戸線(舗装)L=400ｍ W=5.0ｍ 村
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大日向線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 堂所萱線(改良)L=500ｍ W=4.0ｍ 村

 堂所萱線(舗装)L=500ｍ W=4.0ｍ 村

 高原線(改良)L=500ｍ W=4.0ｍ 村

 高原線(舗装)L=500ｍ W=4.0ｍ 村

 磐戸塩沢線(改良)L=200ｍ W=4.0ｍ 村

 磐戸塩沢線(舗装)L=200ｍ W=4.0ｍ 村

 雨沢線(舗装)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 峯線(舗装)L=300ｍ W=5.0ｍ 村

 桧沢上野線(改良)L=500ｍ W=5.0ｍ 村

 桧沢上野線(舗装)L=500ｍ W=5.0ｍ 村

 平岩線(舗装)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 大仁田線(舗装)L=500ｍ W=5.0ｍ 村

 椚線(舗装)L=500ｍ W=5.0ｍ 村

 羽沢桧沢線(舗装)L=7,000ｍ W=5.0ｍ 村

 田の畑線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 田の畑線(舗装)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 大道線(舗装)L=200ｍ W=3.0ｍ 村

 住吉線(改良)L=50ｍ W=6.0ｍ 村

 住吉線(舗装)L=1,000ｍ W=6.0ｍ 村

 高峰線(舗装)L=100ｍ W=3.0ｍ 村

 日影小沢線(改良)L=50ｍ W=3.5ｍ 村

 磐戸学校線(改良)L=15ｍ W=3.5ｍ 村

 笹山線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 野々上中線(改良)L=100ｍ W=3.5ｍ 村

 余地線(改良)L=1,200m W=4.0m 村

 橋りょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋りょう定期点検　177 橋 村

 川久保橋 L=20ｍ W=4.4ｍ 村

 底瀬橋 L=15ｍ W=4.8ｍ 村

 根草橋 L=14ｍ W=4.8ｍ 村

 落合橋 L=6ｍ W=3.7ｍ 村

 長瀞橋 L=31ｍ W=3.0ｍ 村

 後窪２号橋 L=6ｍ W=2.7ｍ 村

 上赤岩２号橋 L=21ｍ W=3.8ｍ 村

 大日向橋 L=26ｍ W=2.9ｍ 村
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その他

千沢橋 L=10ｍ W=5.0ｍ 村

 椚３号橋 L=11ｍ W=5.6ｍ 村

 焼山橋 L=13ｍ W=4.3ｍ 村

 狭岩橋 L=14ｍ W=4.0ｍ 村

 津島橋 L=23ｍ W=5.0ｍ 村

 高橋 L=19ｍ W=4.3ｍ 村

 上の山橋 L=6ｍ W=1.2ｍ 村

 峯４号橋 L=7ｍ W=4.6ｍ 村

 寒岩橋 L=18ｍ W=4.5ｍ 村

 尾崎橋 L=10ｍ W=5.0ｍ 村

 道路維持安全工事 村

 (2)農道 子母山線(改良)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 高原西川原線(改良)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 野々上線(開設)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 (3)林道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入山線(舗装)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 渡戸線(改良)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 渡戸線(舗装)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 奥山六車線(舗装)L=1,000ｍ W=5.0ｍ 村

 奥山六車線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 奥山六車線(開設)L=1,000ｍ W=4.0ｍ 県

 高原線(改良)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 高原線(舗装)L=300ｍ W=4.0ｍ 村

 湯ノ沢小仁田線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 湯ノ沢小仁田線(舗装)L=1,200ｍ  

W=4.0ｍ

村

 余地線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 余地線(舗装)L=600ｍ W=4.0ｍ 村

 道場線(改良)L=900ｍ W=5.0ｍ 県

 道場線(改良)L=100ｍ W=5.0ｍ 村

 細萱線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 砥山線(改良)L=100ｍ W=4.0ｍ 村

 赤坂線(改良)L=200ｍ W=4.0ｍ 村

 高岩線(改良)L=200ｍ W=4.0ｍ 村

 橋りょう定期点検　１４橋 村

 トンネル定期点検　２本 村
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 (9)過疎地域持続的

発展特別事業 

　　公共交通 

 

 

・村営バス・タクシー運行事業 

【具体的な事業内容】 

隣町の下仁田駅と村内間をバス１路

線・乗合タクシー９路線を運行委託して

いる。 

【事業の必要性】 

交通弱者の日常的な足を確保するため 

村営バス・タクシーの運行が必要であ

る。 

【事業の効果】 

生活バス・タクシー路線が維持され、交

通弱者の足の確保が図れる。

 

 

村

 ・公共交通応援事業 

【具体的な事業内容】 

上信電鉄(株)へ運行支援に対する補助 

【事業の必要性】 

公共交通の利用者減少などから公共交

通維持のために支援が必要である。 

【事業の効果】 

鉄路を存続させることで交通弱者の足

の確保が図れる。

村

 ・無料乗車券・パスポート事業 

【具体的な事業内容】 

南牧村乗合バス・タクシーを利用する 

対象者が住民で７５歳以上の者、児童生

徒（通学利用は不可）に対して村が運賃

を負担する。 

【事業の必要性】 

パスポートを発行し、無料で乗車できる

ことで移動に伴う経済的負担を解消す

る。 

【事業の効果】 

通院・買い物などの日常生活の維持が図

られる。

村
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　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　　〇インフラ施設 
　　インフラ施設道路等は定期点検により舗装の状態を把握し、適切なタイミングで予防保全的な

対策や長寿命化を図り、橋りょうは点検結果により、劣化の激しい橋りょうを優先的に補修し、

予防保全を計画的に取り組むことにより長寿命化を図ると記載されている。 
　　生活道路は、住民の利便性、安全性を重視し整備を進めていく。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

６　生活環境の整備　　 

　《方針》 

 ・高齢者安全運転サポート車購入費事

業 

【具体的な事業内容】 

高齢者に対して安全運転支援装置の購

入及び取付けに要する費用又は安全運

転サポート車の購入に要する費用の一

部を補助する。 

【事業の必要性】 

高齢者の事故防止のため、安全に運転が

できるよう支援する必要がある。 

【事業の効果】 

高齢運転者に対して、交通事故防止及び

事故時の被害軽減が図られ、また安全な

交通環境が図られる。

村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・支線交通利用者等支援事業 

【具体的な事業内容】 

幹線公共交通不便地域（乗合タクシー運

行区間）に在宅の高齢者及び村内に在宅

の障害者に、タクシー券を交付する。 

【事業の必要性】 

高齢者等の社会生活の安定を図る必要

がある。 

【事業の効果】 

幹線公共交通不便地域の方の通院・買い

物などの日常生活の維持が図られる。

村
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　　生活環境の整備は、村民の生活条件の向上だけでなく、若者の定住やＵ・Ｉターンを促進する

うえで重要であることから、水道及び生活排水処理施設、消防防災体制について計画的に整備を

推進する。 

　　さらに安全で安定した水の供給を確保・継続するため、老朽化が進む施設・設備の適切な維持

管理に努め、全域で合併処理浄化槽の整備及びゴミの減量化も推進し快適な生活環境づくりを図

る。 

 

　⑴　現況と問題点 

　ア　水道施設 

本村の水道施設の普及率は、高まっているが、いまだに流水を利用している世帯も残っている。

施設の集積化を推進してきた結果、令和７年３月３１日現在簡易水道１１施設、小水道６施設と

なったが、今後も施設の集積化を進めるとともに老朽施設の整備拡充を図る必要がある。 

　イ　廃棄物処理施設 

廃棄物については、甘楽西部環境衛生施設組合で収集及び処分を行っているが、令和１０年４

月１日から富岡市、下仁田町、南牧村及び甘楽町の４市町村による広域化での共同処理体制へ移

行となる。近年の生活様式の変化に伴い、排出されるごみは多様化しているものの、排出量は減

少傾向にある。このため、共同処理体制の移行を見据えつつ、ごみの減量化を一層進めるため、

住民と連携して、さらなる分別収集の徹底及び資源の再利用等を進めていく必要がある。 

　ウ　生活排水処理施設 

本村の汚水処理人口普及率は平成９年度より、公共浄化槽等整備推進事業により整備を推進し

た結果、着実に増加し、令和７年３月３１日現在３９．６％となっている。今後も、本村の自然

環境の保全並びに下流域に対する生活環境の保護を図っていく必要がある。 

　エ　消防施設 

本村の非常備消防について、消防車両や防火水槽等の各種消防設備は、年々整備拡充されてき

たが、老朽化等に合わせて車両の買替や防火水槽・消火栓などの改修、補修を行い消防力の強化

を図る。 

常備消防は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合の消防組織再編整備計画より、令和６年７月

に早期の出動が可能な設備を備えた新庁舎を建設し、新たな防災拠点として、磐戸地内に移転し

た。 

　オ　公営住宅 

　　本村では村営住宅の建築を進めてきた他に、低所得者向け担い手促進住宅や定住促進住宅を建

築し、住環境整備を図ってきた。 

　カ　その他 

防災拠点としての庁舎について、安全・安心な移動手段を確保し、誰もが円滑に庁舎を利用で

きる環境を整備する。 
群馬県によって進められてきた急傾斜地崩壊対策事業は、現在、千原地区、中棚地区、大倉地

区で事業が進められているが、村内には急傾斜危険箇所が多く、県の指定に基づいた急傾斜地崩

壊対策事業の計画的推進が必要である。 
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本村の普通河川の状況は、中小河川が数多く存在し、老朽化した河川施設や未整備の河川も

多くある。近年の台風や集中豪雨により、河岸の崩壊箇所が見受けられる状況であり、早急な

整備を図っていく必要がある。 

 

　⑵　その対策 

ア　水道施設の整備 

水道施設の維持管理の強化、計画的な整備の実施により施設の長寿命化を図る。また、引き続

き施設の集積化を図る。 

　イ　廃棄物処理施設 
ごみの分別収集を周知徹底し、再資源化、再利用化及び減量化の推進を図り、関係機関との連

携により効率的な運営を図る。 
　ウ　生活排水処理施設の整備 

公共浄化槽等整備推進事業を推進するとともに、既設浄化槽の適切な使用及び維持管理を行い、

家庭における生活排水処理や環境衛生上の認識の高揚を図る。 

　エ　消防施設の整備 

①　消防引入道の整備、防火水槽の設置、補修を図る。 

②　非常備消防における消防資機材や消防車両の充実を図る。 

③　常備消防における消防車両等の近代化を図る。また、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合

消防本部の消防組織再編を考えた南牧分署の施設や用地の整備を図る。 

　オ　公営住宅 

　　老朽化している建物の改修や高齢者でも住みやすい環境とするためバリアフリー化になって

いない建物の整備について検討を進めるとともに、引き続き低所得者向け担い手促進住宅や定住

促進住宅を建築し、住環境整備を図っていく。　 

　カ　その他 

①　老朽化した庁舎のエレベーターを、地震等の災害発生時における閉じ込め防止機能等の強

化を図り、庁舎の安全性を高める。 

②　県の指定に基づいた急傾斜地崩壊対策事業の計画的な整備を図る。 

③　河川改修を行うことにより、安全安心な生活環境の整備を図る。 

　　④　老朽化した公共施設の解体撤去を実施し、良好な生活環境の確保や景観の保全を図る。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ５　生活環

境の整備

(1)水道施設 

簡易水道 

 

簡易水道等施設整備工事

 

村
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  簡易水道等浄水場施設長寿命化維持整

備工事

村

 (2)生活排水処理施設 

　　その他

公共浄化槽等整備推進事業 村

 浄化槽施設長寿命化維持整備工事 村

 (5)消防施設 防火水槽 40 ㎥　５基 村

 消防車引入道５路線 村

 小型動力ポンプ付積載車２台 村

 消防詰所施設等整備事業 村

 (6)公営住宅 

 

村営住宅修繕工事　２４戸 村

 村営住宅改修工事　２４戸 村

 担い手促進住宅修繕工事　１３戸 村

 (7)過疎地域持続的発 

展特別事業 

　危険施設撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　その他 

 

 

・公共施設解体事業　１棟 

【具体的な事業内容】 

老朽化した公共施設の解体撤去 

　旧給食センター車庫 

【事業の必要性】 

老朽化が著しく、周辺地域に及ぼす危

険性が高いため、解体撤去の必要があ

る。 

【事業の効果】 

住民が将来にわたり安心安全に暮らせ

る環境整備を図る。

村

 ・公営企業会計等移行業務 

【具体的な事業内容】 

簡易水道・生活排水特別会計の健全な

経営を行うために地方公営企業会計を

導入する。 

【事業の必要性】 

簡易水道・合併浄化槽の財産を現状把

握することが必要である。 

【事業の効果】 

財産を把握することにより、今後の維

持管理が計画的に行える。 

 

村 
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⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　　〇公営住宅 
　　〇インフラ施設 
　　簡易水道施設においては、適宜修繕・更新を行いながら、施設の維持管理・改良を行ってきま

したが、今後本格的な更新時期を迎えるため、布設管路の劣化状況の把握に努め計画的に維持管

理を図る。 
公営住宅は入居者が安全・安心して生活ができるように、継続的に点検・修繕を行い、施設の

長寿命化を図り、老朽化が進んでいる住宅については、計画的に改修や立替を検討すると記載さ

れている。 
　　また、南牧村地域防災計画において、火災災害は消火栓にのみ偏ることなく、防火水槽、耐震

性貯水槽の整備を図るとともに、その適正な配置に努めることが記載されている。 
　　水道施設は、維持管理の強化、計画的な整備を実施し、生活排水処理施設は、既設浄化槽の適

切な使用及び維持管理を行う。 

　消防施設防火水槽は、設置を図る。また公営住宅は、改修・バリアフリーを進め、高齢者でも

住みやすい建物整備を検討していく。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

７　子育て環境の確保、高齢者等の保健福祉の向上及び増進 

　《方針》 

　　子育て世代包括支援センターを活用し、子育て支援サービスの周知を図り、医療費の助成や各

 ・防災拠点設備更新業務 

【具体的な事業内容】 

防災拠点としての庁舎のエレベーター

を安心・安全な移動手段として更新を

図る。 

【事業の必要性】 

高齢者や身体障がい者等を含む来庁者

の移動に支障をきたさぬよう整備する

必要がある。 

【事業の効果】 

安全・安心な移動手段を確保すること

で、誰もが円滑に庁舎を利用すること

ができる。

村

 (8)その他 急傾斜地崩壊対策事業（負担金） 県

 河川環境整備事業 村
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種補助事業を充実させ、経済的支援の強化やひとり親家庭の自立に向けた支援の取り組みを図る。 

　　地域包括支援センターの適切な運営により、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるため

に、地域の課題を把握し、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの体制整備により地域包括ケ

アシステムの構築を図る。 

　　障害者福祉は、富岡市甘楽郡圏域に相談支援を担う基幹相談支援センター及び生活支援ニーズ

と現状を結びつけるネットワークの役割の自立支援協議会を設置し、近隣市町村、関係機関との

連携を図る。 

　　住民の健康管理意識の高揚を促し自主的な健康づくりを促進し、地域住民に密着した保健サー

ビスを提供するため、施設の整備、情報管理、マンパワーの確保を図る。 

 

　(１)現況と問題点 

　ア　子育て環境の確保 

少子化率も全国的に高い水準にあり、１８歳未満人口は４１人（令和７年４月１日現在）で、

今後は更に減少すると予測される。子ども達の生活環境や子どもを育てる社会環境の整備として、

保育所の整備、遊び場の整備等行ってきたが、今後も施設整備のほか、各種の子育て支援対策を

実施することにより、安心して子どもを育てやすい環境の整備が必要である。 

また、心や体に障害をもつ人たちに対し、障壁をなくし、ともに生きることを推進するための

施設整備やバリアフリー対策を図っていく必要がある。 

　イ　高齢者等の保健福祉の向上及び増進 
高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯の割合が増加し、年々深刻さを増している。 

現在村内の医療施設は、民間の診療所運営により週２回の診療が行われており、福祉施設は、

特別養護老人ホーム（定員５０人）、デイサービスセンター（定員３０人）、平成２８年度より軽

費老人ホーム（定員２０人）、平成３０年度より小規模特別養護老人ホーム（定員２１人）がそれ

ぞれ１施設ずつ運営されている。 

人口の減少に伴い高齢者の人口も減少傾向にあるが、本村の高齢化率は６８．２９％（令和７

年３月３１日現在）であり、引き続き高まるものと予測されることから、高齢者の自立支援や介

護予防・重症化予防に向けた取り組みの一層の充実や多様な主体によるサービスの提供など、高

齢者支援の充実は引き続き村全体の重要課題となっている。 

 

　⑵　その対策 

　ア　子育て環境の確保 
①　第三期子ども・子育て支援事業計画に基づく、環境の整備を図る。 

少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応し、次世代を担う子どもた

ちを安心して育てられ、豊かな心を育む環境の整備拡充を図る。 

②　保育所の保育活動を助成し、保育環境と保育活動の充実を図る。 

③　バリアフリー対策として施設の整備拡充を図る 

　イ　高齢者等の保健福祉の向上及び増進 

①　高齢者の健康管理のための施設整備や健康づくり事業の充実を図る。 
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②　高齢者の積極的な社会参加を推進するため労働力を活用し、雇用機会の増大を図る。 

③　高齢者等に対する社会福祉活動を奨励補助し、地域社会福祉体制の強化充実を図る。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　　〇保健・福祉施設 

　　高齢福祉施設において、高齢者が安全かつ安心して利用できるように、継続的に点検・修繕を

行い、施設の長寿命化を図り、指定管理者制度による運営の継続等、今後も検討を進めると記載

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ６　子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健福祉の

向上及び

増進

(7)市町村保健センタ

ー及び母子健康包

括支援センター 

保健センター建設事業 

子育て支援センター事業の実施 

村 

 

 

 (8)過疎地域持続的発

展特別事業 

児童福祉 

 

 

・保育活動費補助 

【具体的な事業内容】 

保護者に対する子育て支援及び民間保

育園の保育活動を補助する。 

　保育料の免除 

　放課後児童クラブ利用料免除 

　保育所運営費補助 

　粉ミルク、紙おむつ等購入補助 

【事業の必要性】 

子育て世代の支援及び民間保育所の安

定的な事業運営を図るために必要であ

る。 

【事業の効果】 

子育てに対する支援及び保育施設への

安定的な事業運営が行われ、児童福祉

の向上が図られる。

 

 

村 

 

 (9)その他 既存施設のバリアフリー対策 

（各地区集会施設１７か所）

村
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されている。 

　　各地区の集会施設をはじめ計画的にバリアフリーを検討していく。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

８　医療の確保 

　《方針》 

　　下仁田厚生病院をはじめとする地域医療機関、医師会等との連携強化を図り、往診、訪問診療、

訪問看護の在宅医療が提供できる医療体制の構築を進める。 

　　 

　⑴　現況と問題点 

本村には医療機関がなく、民間の診療所運営により週２回の診療が行われているのみである。

下仁田町と南牧村は、昭和３５年に地域医療の中核病院として下仁田南牧医療事務組合（下仁

田厚生病院）を設立し、現在一般病床４８床、介護医療院４０床で運営されている。 

今後も質の高い地域に密着した医療サービスの提供と医師確保対策が必要である。 

　将来的に無医村となる可能性が高く、医師及び医療従事者の確保が必要となっている。 

 

　⑵　その対策 

①　無医村化の現状を打開し、住民の安全安心な生活維持のために、今後も地域医療の確保に

努める。 

②　下仁田厚生病院の健全運営を支援していく。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ７　医療の

確保

(3)過疎地域持続的発

展特別事業 

自治体病院

 

・下仁田厚生病院運営補助 

【具体的な事業内容】 

公立病院への運営補助 

【事業の必要性】 

地域医療を守るため、医療機関の経営

を支援する必要がある。 

【事業の効果】 

医療機関の経営を支援することで、地

域医療を守ることができる。

 

村
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　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　〇医療施設 

　　医療施設は、住民が安全かつ安心して利用できるように努めると記載されている。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

９　教育の振興 

　《方針》 

　　少人数を活かしたきめ細やかな教育の実施により視野と想像力を広げ、学校・家庭・地域が協

力した教育環境づくりを実施し、学校設備の充実と学校・地域・行政の連携による教育基盤の強

化を図る。 

　　生涯にわたり楽しみながら学び続け、充実した人生が送れるよう、ライフステージに応じた学

習機会の充実や情報提供に努め、子どもから高齢者まで様々な世代がスポーツを通じ交流できる

機会を設けることで、世代間交流の促進に努める。 

 

　⑴　現況と問題点 

　ア　学校教育 
本村は、令和６年度に小学校６年間と中学校３年間で一貫した教育を行う、義務教育学校を開

校した。令和７年４月１日現在の児童生徒数は１９人となっている。 

小規模校の良さを活かした個に応じたきめ細やかな指導を実践しているが、今後も児童生徒数

の減少が見込まれることから、複式学級解消非常勤講師、学習支援員、図書支援員の配置を継続

するとともに、今後も学習指導体制の充実を図る必要がある。 

新たに建設された校舎については、計画的な維持管理を行って行くことが求められる。 

　イ　社会教育 
高度情報化や社会情勢の変化によって人々の価値観が変化し、学習に対する要求も多様化、高

度化している。 

本村では、これまで数々の学習機会を提供してきたが、必ずしも十分とはいえず、生活環境や

地域の課題に取り組む学習活動は少ない状況にある。 

これからは、住民の価値観や個性を大切にしながら、学習の成果が地域づくりに活かされる環

境を整備する必要がある。 

 

　⑵　その対策 

　ア　学校教育 

学校給食費の無償化、修学旅行費の補助を行う。 

親子（孫）留学に対する家賃や引越し費用等の支援を行う。 

今後、義務教育学校の特色ある教育環境づくりに積極的に取り組み、義務教育９年間を通した

教育課程を編成・実施することにより、系統性、一貫性のある教育の充実を図る。 

　イ　社会教育 
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中央公民館の建物の老朽化により、施設維持が困難なため取り壊し、生涯学習の中核施設の整

備を図る。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～令和１２年度） 

 

　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　〇学校教育系施設 
　　学校教育系施設は、児童・生徒の安全な教育環境を維持することを最優先とし、必要に応じた

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 (1)学校教育関連施 

　設 

屋外運動場

 
 
義務教育学校校庭整備事業　A=1,000㎡

村

 (4)過疎地域持続的

発展特別事業 

　　その他

 

 

・子育て支援事業 

【具体的な事業内容】 

保護者に対する子育て支援を行う。 

学校給食費無償化 

　修学旅行費補助(小・中学生) 

　親子（孫）留学支援金 

　高校生通学費補助 

【事業の必要性】 

子育て世代の支援を図るために必要で

ある。 

【事業の効果】 

児童福祉の向上、子育て世代の増加を図

る。

 

 

村

 ・南牧村中央公民館解体事業　A=789 ㎡ 

【事業の必要性】 

老朽化により施設維持が困難なため、解

体撤去の必要がある。 

【事業の効果】 

住民が将来にわたり安心安全に暮らせ

る環境整備と生涯学習の中核施設の整

備を図る。

村
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施設改修・修繕を行い、災害時には地域の核施設としての機能を確保するため、適切に維持管理

を行い長寿命化を図ると記載されている。 
　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

１０　集落の整備 

　《方針》 

　　集落は住民が生活する最も基本的な単位であることから、地域の実情を考慮した上で、住民の

日常生活の要となる基幹集落を中心に、複数の集落と連携体制を構築し、集落間の相互補完関係

を強化する支援を行う。 

　　また、集落の住民が過疎化の問題を自らの問題として捉え、住民が自主的に取り組む集落の維

持・活性化の活動を行政が協力しながら積極的に支援し、集落支援員や地域おこし協力隊の活用、

空家を利活用したＵＩＪターン者の受け入れなど移住定住を促進し、集落の維持・活性化に努め

る必要がある。また今後、地域の意見を聞きとりながら既存の行政区の枠を見直すことも検討す

る必要がある。 

 

　⑴　現況と問題点 

本村の行政区は、１５の区と５５の分区と１３８の班で構成され、地域行事などに協力体制

が敷かれ、生活から文化活動にいたるまで幅広いコミュニティーが形成されている。 

しかし、著しい人口の減少や高齢化等により、集落機能が低下し既にコミュニティー活動に

も陰りが見えており、集落内の基礎的な生活基盤の整備を図るとともに集落間の相互補完の関

係強化を図る必要がある。また、Ｕターン・Ｉターンを受け入れる住居も不足しているが、村

内に点在している空き家を住宅として活用するのにも古民家改修には費用がかかる。 

　⑵　その対策 

定住を促進するため、空き家を活用した住宅の整備、住宅の建設・改修を補助し、村営住宅

改修や宅地の造成を推進し、住宅環境を整備するとともに、地域の集会施設などを整備充実さ

せる事により若者から高齢者、都会の人達も参画できる新しいコミュニティーを形成していく。 
　　　また、集落支援員による、集落への目配りとして集落の巡回、状況把握等を実施し、地域お

こし協力隊の活動を通して維持・活性化を図りつつも、人口減少、少子高齢化が顕著な地域に

おいては、地域住民の意見を聞き行政区の枠を見直すことを検討する。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１２年度） 

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ９　集落の (1)過疎地域集落再編 定住促進空き家活用事業　10戸 村
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　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　　〇文化系施設 
　　集会施設は、維持管理を各区に委託しており、修繕費については８割を補助している。今後も

継続して利用されると考えられるため、村民の利便性の向上に努めると記載されている。 
　　定住を促進するため、空き家を活用した住宅の整備を計画的に検討していく。 

　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

１１　地域文化の振興等 

　《方針》 

　　伝統文化や行事を継承するため、活動団体への支援や担い手育成の支援を図る。 

　　本村の生活文化、産業などの民俗資料が展示されている資料館は、収蔵資料の適切な管理・保

存に努める。 

 

　⑴　現況と問題点 

本村の地域文化については、祭りをはじめとする地域の伝統行事が四季を通じて行われてい

る。 

年々、芸術や文化に対する関心が高まっており、各種文化活動を推進し、特色のある地域づ

くりを目指す必要がある。また、県・村の指定を受けた文化財として、有形・無形民俗文化財

や史跡等があり、それらを活用・保存し、後世に伝えて行かなければならないが、高齢化と人

手不足により、文化の継承が困難になってきている。 

民俗資料館では、本村の生活文化、産業などを知るうえで貴重な４，０００点を超える資料

 整備 整備 住宅整備事業 村

 (2)過疎地域持続的発

展特別事業 

・集落支援事業 

【具体的な事業内容】 

村からの委託を受け、職員とともに連

携し集落への目配りとして集落の巡

回、状況把握等をする。 

　集落支援員１５名 

【事業の必要性】 

いつまでも住み慣れた地区でいきいき

と安心して生活をする。 

【事業の効果】 

集落点検の実施、地域力強化の方策を

することで地域住民の連携を図る。

村
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が展示され、大きな評価を得ている。さらにこれを整備拡充し有効活用することが必要である。 

　⑵　その対策 

これまでの対策により整備された地域文化の振興に係る様々な施設は、地域文化活動の拠点

施設としての役割を担っており、今後も施設の整備拡充を図る。また、地域の伝統文化等の継

承や県・村の指定を受けた有形・無形民俗文化財、史跡等の活用・保存については、地域住民

以外の人達にも参加を呼びかけ、文化が途絶えないように努める。 

 

　⑶　計画 

事業計画（令和８年度～１３年度） 

 

　⑷　公共施設等総合管理計画との整合 

　　〇社会教育系施設 
　　社会教育系施設民俗資料館は、今後も継続して利用されると考えられるため、継続的に点検・

修繕を行い、施設の長寿命化を図ると記載されている。 
　　南牧村公共施設等総合管理計画及び同計画の考えに基づき策定される各個別計画との整合を

図りながら、過疎対策に必要となる事業を適切に実施する。 

 

１２　再生可能エネルギーの利用の推進 

　《方針》 

　　間伐における未利用材を活用した、バイオマスや水力、太陽光をはじめとする再生可能エネル

ギーの導入に向け、本村にあった取り組み方を推進する。 

 

　⑴　現況と問題点 

　　本村の再生可能エネルギーの活用状況は、太陽光発電が中心であるが、数カ所の公共施設での

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 10　地域文

化の振興

等

(2)過疎地域持続的発

展特別事業 

地域文化振興

 

 

・火とぼし祭り補助 

【具体的な事業内容】 

伝統行事継承活動への支援 

【事業の必要性】 

地域で継承されている伝統行事を保存

していく必要がある。 

【事業の効果】 

特色ある地域づくりや地域内外の交流

の促進が図られる。

 

 

村
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設置にとどまり、民間においても高齢化に伴い普及が進んでいない。また、本村には、多数の河

川があるが、水力発電などの開発も進んでいない。 

　⑵　その対策 

　　公共施設整備にあたっては、太陽光発電設備などの導入を検討し、民間事業者や住民の間で再

生可能エネルギーの活用が図られるよう、普及・啓発活動の充実を図るとともに各種支援制度の

検討を行い、併せて本村の河川等を利用した水力発電の開発も行う。 

 

　⑶　計画 

　事業計画（令和８年度～令和１３年度） 

 

 

 12　再生可

能エネルギ

ーの利用の

推進

(1)過疎地域持続的発

展特別事業 

再生可能エネルギ

ーの利用推進 

・水力発電施設整備事業 

【事業の必要性】 

再生可能エネルギーを利用すること

で地球温暖化防止につながる。 

【事業の効果】 

雇用の創出や環境教育など SDGs な

村づくりの促進が図られる。 

村 再生可能

エネルギ

ーの利用

推進を実

践するこ

とで環境

教育にも

取 り 組

み、SDG
ｓな村づ

くりが図

られる。
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事業計画（令和８年度～令和１２年度）　過疎地域持続的発展特別事業分 

 持続的発展

施策区分

事業名 

（施設名）

事業内容 事業 

主体

備考

 １　移住・

定住・地

域間交流

の促進、

人材育成

(4)過疎地域持続的発

展特別事業 

移住・定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空き家バンク制度 

・移住相談会 

・定住促進奨励金 

【具体的な事業内容】 

移住のための相談会開催、空き家物件

の情報提供、定住のための新築・増改

築・改修費の一部補助をする。 

【事業の必要性】 

人口減少の進行を鈍化するため、村内

への移住・定住を促進する必要がある。 

【事業の効果】 

関係人口や移住者の拡大が期待され

る。

村 移住・定

住の取り

組みであ

り、定住

者の増加

による地

域活力の

向上など

への効果

は将来に

及ぶ。

 ・地域おこし協力隊 

【具体的な事業内容】 

都市部の人材を受け入れ、村内に一定

期間定住して、地域おこしの支援や住

民生活の支援などの地域協力活動を行

う。 

【事業の必要性】 

高齢化に伴い集落を越えての交流が困

難であることから、地域の活性化等に

必要である。 

【事業の効果】 

地域力の充実・強化、その地域への定

住・定着を図る。

村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域間交

流をはじ

め、地域

の活性化

にも結び

付くこと

から、事

業効果は

将来に及

ぶ。
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人材育成 

 

 

 

・国際交流 

【具体的な事業内容】 

国際社会の理解を深めることや多文化

共生社会の実現に向けたを取組を進

め、外国人材の受け入れを推進し、住

民生活の支援などの地域協力活動を行

う。 

【事業の必要性】 

グローバル化の流れが進む中で、多様

な文化や価値観を認め合う多文化共生

社会の実現に必要である。 

【事業の効果】 

地域力の充実・強化、その地域への定

住・定着を図る。

村

 ・奨学資金貸付事業 

【具体的な事業内容】 

大学及び専修学校に在学する者に奨学

金を貸与する。 

【事業の必要性】 

村の将来を担うため様々な分野での人

材を育成する必要がある。 

【事業の効果】 

地域における担い手や技術職員等の人

材確保を図る。

村 貸付事業

の取り組

みにより

関 係 人

口、地域

を担う人

材確保の

効果が将

来 に 及

ぶ。

 ２　産業の

振興

(10)過疎地域持続的

発展特別事業

・中山間地域等直接支払制度事業 

【具体的な事業内容】 

農業の生産条件が不利な地域における

農業生産活動を継続するため支援す

る。 

【事業の必要性】 

農業生産活動等を継続的に行う必要が

ある。 

【事業の効果】 

耕作放棄地の発生を防止し、農用地の

維持・管理が図られる。

村 地域で取

り組む農

業生産活

動は、耕

作放棄地

を防ぎ、

農用地の

維持・管

理の効果

が将来に

も及ぶ。

 ・鳥獣害対策事業 村 有害鳥獣
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 【具体的な事業内容】 

野生鳥獣による被害防止対策 

【事業の必要性】 

有害鳥獣の駆除、防止柵による農作物

被害の軽減及び生産意欲の向上に必要

である。 

【事業の効果】 

生産意欲の向上及び農業経営の安定化

が図られる。

の駆除、

防護柵な

ど計画的

に整備し

対策をす

る こ と

で、生産

意欲の向

上、被害

軽減の効

果が将来

に も 及

ぶ。

 ４　交通施

設の整備

交通手段

の確保

(9)過疎地域持続的発

展特別事業 

　　公共交通 

・村営バス・タクシー運行事業 

【具体的な事業内容】 

隣町の下仁田駅と村内間をバス１路

線・乗合タクシー９路線を運行委託し

ている。 

【事業の必要性】 

交通弱者の日常的な足を確保するため 

村営バス・タクシーの運行が必要であ

る。 

【事業の効果】 

生活バス・タクシー路線が維持され、

交通弱者の足を確保が図れる。

村 交通弱者

に対する

利便性向

上の取り

組みであ

り、その

効果は将

来にも及

ぶ。

 ・公共交通応援事業 

【具体的な事業内容】 

上信電鉄(株)へ運行支援に対する補助 

【事業の必要性】 

公共交通の利用者減少などから公共交

通維持のために支援が必要である。 

【事業の効果】 

鉄路を存続させることで交通弱者の足

の確保が図れる。

村 交通弱者

に対する

利便性向

上の取り

組みであ

り、その

効果は将

来にも及

ぶ。

 ・無料乗車券・パスポート事業 

【具体的な事業内容】 

村 交通弱者

対策と経
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 南牧村乗合バス・タクシーを利用する 

対象者が住民で７５歳以上の者、児童

生徒（通学利用は不可）に対して村が

運賃を負担する。 

【事業の必要性】 

パスポートを発行し、無料で乗車でき

ることで安心した生活の支援をする。 

【事業の効果】 

通院・買い物などの日常生活の維持が

図られる。

済支援の

取り組み

であり、

日常生活

の維持が

図られ、

事業効果

は将来に

も及ぶ。

 ・高齢者安全運転サポート車購入費事

業 

【具体的な事業内容】 

高齢者に対して安全運転支援装置の購

入及び取付けに要する費用又は安全運

転サポート車の購入に要する費用の一

部を補助する。 

【事業の必要性】 

高齢者の事故防止のため、安全に運転

ができるよう支援する必要がある。 

【事業の効果】 

高齢運転者に対して、交通事故防止及

び事故時の被害軽減が図られ、また安

全な交通環境が図られる。

村 事故防止

の取り組

みであり

安全な交

通環境の

事業効果

は将来に

も及ぶ。
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 ・支線交通利用者等支援事業 

【具体的な事業内容】 

幹線公共交通不便地域（乗合タクシー

運行区間）に在宅の高齢者及び村内に

在宅の障害者に、タクシー券を交付す

る。 

【事業の必要性】 

高齢者等の社会生活の安定を図る必要

がある。 

【事業の効果】 

幹線公共交通不便地域の方の通院・買

い物などの日常生活の維持が図られ

る。

村

 ５　生活環

境の整備

(7)過疎地域持続的発 

展特別事業 

　危険施設撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公共施設解体事業　１棟 

【具体的な事業内容】 

老朽化した公共施設の解体撤去 

　旧給食センター車庫 

【事業の必要性】 

老朽化が著しく、周辺地域に及ぼす危

険性が高いため、解体撤去の必要があ

る。 

【事業の効果】 

住民が将来にわたり安心安全に暮らせ

る環境整備を図る。

村 老朽化公

共施設の

解体撤去

は、将来

村の維持

管理費の

削減に繋

がるとと

もに住民

が安心安

全に暮ら

せる効果

に及ぶ。
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 　その他 ・公営企業会計等移行業務 

【具体的な事業内容】 

簡易水道・生活排水特別会計の健全な

経営を行うために地方公営企業会計を

導入する。 

【事業の必要性】 

簡易水道・合併浄化槽の財産を現状把

握することが必要である。 

【事業の効果】 

財産を把握することにより、今後の維

持管理が計画的に行える。

村 将来にわ

たって持

続可能な

経営を確

保するこ

とに併せ

て維持管

理が計画

的に行え

る。

 ・防災拠点設備更新業務 

【具体的な事業内容】 

防災拠点としての庁舎のエレベーター

を安心・安全な移動手段として更新を

図る。 

【事業の必要性】 

高齢者や身体障がい者等を含む来庁者

の移動に支障をきたさぬよう整備する

必要がある。 

【事業の効果】 

安全・安心な移動手段を確保すること

で、誰もが円滑に庁舎を利用すること

ができる。

村 来庁する

全ての住

民が、安

全・安心

に移動で

きるよう

円滑に庁

舎が利用

できる。

 ６　子育て

環境の確

保、高齢

者等の保

健福祉の

向上及び

増進

(8)過疎地域持続的発

展特別事業 

児童福祉 

・保育活動費補助 

【具体的な事業内容】 

保護者に対する子育て支援及び民間保

育園の保育活動を補助する。 

　保育料の免除 

　放課後児童クラブ利用料免除 

　保育所運営費補助 

　粉ミルク、紙おむつ等購入補助 

【事業の必要性】 

子育て世代の支援及び民間保育所の安

定的な事業運営を図るために必要であ

る。 

村 安心して

子どもを

産み、育

てるため

の環境づ

くりの取

り組みで

あり、子

どもの健

全育成な

ど将来的

に児童福
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 【事業の効果】 

子育てに対する支援及び保育施設への

安定的な事業運営が行われ、児童福祉

の向上が図られる。

祉の向上

が図られ

る。

 ７　医療の

確保

(3)過疎地域持続的発

展特別事業 

自治体病院

・下仁田厚生病院運営補助 

【具体的な事業内容】 

公立病院への運営補助 

【事業の必要性】 

地域医療を守るため、医療機関の経営

を支援する必要がある。 

【事業の効果】 

医療機関の経営を支援することで、地

域医療を守ることができる。

村 地域医療

の維持に

向けた取

り組みで

あり、そ

の効果は

将来にも

及ぶ。

 ８　教育の

振興

(4)過疎地域持続的発

展特別事業 

　　その他

・子育て支援事業 

【具体的な事業内容】 

保護者に対する子育て支援を行う。 

学校給食費無償化 

　修学旅行費補助 

　親子（孫）留学支援金 

　高校生通学費補助 

【事業の必要性】 

子育て世代の支援を図るために必要で

ある。 

【事業の効果】 

児童福祉の向上、子育て世代の増加を

図る。

村 子育て世

帯の支援

対策の一

環と教育

環境づく

りに向け

た取り組

みであり

その効果

は将来に

も及ぶ。

 ・南牧村中央公民館解体事業 

　A=789 ㎡ 

【事業の必要性】 

老朽化により施設維持が困難ため、解

体撤去の必要がある。 

【事業の効果】 

住民が将来にわたり安心安全に暮らせ

る環境整備と生涯学習の中核施設の整

備を図る。

村 将来にわ

たって、

安全な環

境整備に

より、住

民が安心

安全に暮

らせる効

果 に 及

ぶ。
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 ９　集落の

整備

(2)過疎地域持続的発

展特別事業 

・集落支援事業 

【具体的な事業内容】 

村からの委託を受け、職員とともに連

携し集落への目配りとして集落の巡

回、地域の状況把握等をする。 

　集落支援員１５名 

【事業の必要性】 

いつまでも住み慣れた地区でいきいき

と安心して生活をする。 

【事業の効果】 

集落点検の実施、地域力強化の方策を

することで地域住民の連携を図る。

村 集落の環

境確認、

地域住民

の連携強

化などの

効果が将

来にも及

ぶ。

 10　地域文

化の振興

等

(2)過疎地域持続的発

展特別事業 

地域文化振興

・火とぼし祭り補助 

【具体的な事業内容】 

伝統行事継承活動への支援 

【事業の必要性】 

地域で継承されている伝統行事を保存

していく必要がある。 

【事業の効果】 

特色ある地域づくりや地域内外の交流

の促進が図られる。

村 伝統行事

の保存・

継承、交

流・関係

人口の増

加など効

果が将来

に も 及

ぶ。

 １２　再生

可能エネル

ギーの利用

の推進

(1)過疎地域持続的発

展特別事業 

再生可能エネルギ

ーの利用推進 

・水力発電施設整備事業 

【事業の必要性】 

再生可能エネルギーを利用すること

で地球温暖化防止につながる。 

【事業の効果】 

雇用の創出や環境教育など SDGs な

村づくりの促進が図られる。 

村 再生可能

エネルギ

ーの利用

推進を実

践するこ

とで環境

教育にも

取 り 組

み、SDG
ｓな村づ

くりが図

られる。


